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大
阪
市
議
会
決
算
特
別
委

作
製
井
上
浩
♂
が
質
問

　
1
5
日
聞
か
れ
た
大
阪
市
議
会
決
算
特
別
委
員
会
で
、
日
本
共
産
党
の
井
上
浩
議
員
が
、
金
田
一
高
い
大
阪
市

の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。
横
山
英
幸
市
長
（
大
阪
維
新
の
会
幹
事
長
）
に
「
高
齢
者
は
今
ま

さ
に
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
。
す
ぐ
に
で
も
対
策
を
」
と
要
望
。
保
険
料
の
引
き
下
げ
へ
、
立
場
の
違
い
を

超
え
て
努
力
す
る
よ
う
提
案
し
ま
し
た
。

全
国
平
均
の
１
・
５
倍
に
も

質間する井上議員＝15日、大

阪市議会決算特蜜婁臓会

　
大
阪
市
の
6
5
歳
以
上
の
介
護
保
険

料
（
基
準
月
額
）
は
、
こ
と
し
４
月

の
改
定
（
第
９
期
＝
２
０
２
４
～
2
6

年
度
）
で
９
２
４
９
円
と
な
り
、
全

国
一
高
額
。
第
８
期
（
2
1
～
2
3
年

度
）
の
８
０
９
４
円
か
ら
1
4
・
３
価

も
の
値
上
げ
で
す
。

　
全
国
平
均
の
６
２
２
５
円
か
ら
約

３
千
円
高
く
、
最
も
安
い
東
京
都
小

笠
原
村
（
３
３
７
４
円
）
の
２
・
7
4

た
高
齢
者
か
ら
、
「
計
算
間
違
い
で

は
な
い
か
」
な
ど
の
怒
り
の
声
や
悲

鳴
が
上
が
り
ま
し
た
。
９
月
に
は
不

服
審
査
請
求
連
動
が
取
り
組
ま
れ
て

い
ま
す
。

　
国
負
担
割
合
増
や
せ

　
井
上
氏
は
、
介
護
保
険
財
政
の
国

の
負
担
割
合
は
、
２
０
０
０
年
の
制

度
導
入
当
時
と
同
じ
2
5
労
の
ま
ま
だ

と
し
、
「
現
在
の
制
度
は
限
界
に
き

て
い
る
」
と
指
摘
。
第
９
期
の
保
険

料
を
、
せ
め
て
第
８
期
の
水
準
に
引

き
下
げ
る
に
は
、
市
か
３
年
間
で
約

２
８
０
億
円
を
投
入
す
れ
ば
可
能

で
、
速
や
か
に
実
施
す
る
よ
う
求
め

ま
し
た
。

倍
で
す
。
保
険
料
の
決
定
通
知
を
見
　
大
阪
市
の
介
朧
保
険
料
の
所
得
段

国保料

階
は
1
5
段
階
で
、
国
の
標
準
（
1
3
段

階
）
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

最
高
の
１
千
万
円
（
第
1
5
段
階
）
以

上
の
所
得
の
市
民
は
、
す
べ
て
同
じ

保
険
料
。
井
上
氏
は
「
低
所
得
者
は

到
底
納
得
で
き
な
い
。
高
所
得
者
の

層
を
さ
ら
に
多
段
階
化
す
べ
き
」
と

求
め
ま
し
た
。

　
福
祉
局
は
「
国
の
最
高
段
階
は
７

２
０
万
円
だ
が
、
大
阪
市
は
１
千
万

円
と
し
て
い
る
」
な
ど
と
答
弁
。
井

上
氏
は
、
堺
市
は
1
8
段
階
で
、
最
高

段
階
は
２
千
万
円
と
す
る
な
ど
の
多

段
階
化
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
、
高
所
得
者
の
負
担
を
も
う
少
し

増
や
す
た
め
に
、
所
得
段
階
を
改
善

す
べ
き
と
述
べ
ま
し
た
。

　
井
上
氏
は
、
国
庫
負
担
を
増
や
す

よ
う
国
に
要
望
す
る
と
同
時
に
、
市

府
内
統
一
で
異
常
な
高
さ
に

繰
り
入
れ
で
負
担
軽
減
を

　
こ
の
日
の
決
算
特
別
委
員
会
で
井

上
氏
は
、
国
保
の
府
内
統
一
化
で
大

幅
な
値
上
げ
と
な
っ
た
大
阪
市
の
国

民
健
康
保
険
（
国
保
）
料
の
負
担
軽

減
に
つ
い
て
も
鯛
問
し
ま
し
た
。

　
国
保
は
、
今
年
度
か
ら
大
阪
府
は

完
全
統
一
と
な
り
、
大
阪
市
の
保
険

料
は
昨
年
度
か
ら
２
万
７
０
２
７
円

　
（
６
勿
）
の
値
上
げ
に
。
府
内
統
一

化
で
、
市
町
村
が
独
自
に
一
般
会
計

か
ら
の
任
意
繰
り
入
れ
で
実
施
し
て

き
た
保
険
料
の
減
免
も
、
で
き
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　
井
上
氏
咳
独
自
減
免
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
は
、
市
町
村
が
条
例
に

よ
っ
て
減
免
が
で
き
る
と
す
る
国
保

法
第
7
7
条
の
規
定
に
矛
盾
す
る
と
指

摘
。
福
祉
局
は
、
統
一
役
も
独
自
減

免
は
法
的
に
は
可
能
と
し
つ
つ
。

　
「
国
保
は
社
会
保
険
制
度
。
一
般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
に
頼
る
こ
と
な

独
自
に
保
険
料
を
引
き
下
げ
る
取
り

組
み
か
必
要
だ
と
強
調
。
横
山
市
長

は
、
保
険
料
問
題
で
「
早
急
な
対
応

が
必
要
」
と
し
つ
つ
、
「
保
険
料
を

軽
減
す
る
た
め
に
一
般
財
源
を
投
入

で
き
な
い
」
と
し
て
、
独
自
対
策
に

背
を
向
け
ま
し
た
。

　
汚
名
返
上
へ
努
力
を

　
井
上
氏
は
、
保
険
料
引
き
下
げ
の

た
め
に
一
般
会
計
か
ら
介
護
保
険
会

計
に
繰
り
入
れ
て
い
る
自
治
体
が
あ

っ
た
こ
と
を
紹
介
。
大
阪
市
で
も
一

般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
行
い
。

　
「
『
全
国
』
高
い
保
険
料
』
の
汚
名

を
返
上
し
、
納
得
で
き
る
保
険
料
へ

努
力
す
べ
き
」
と
主
張
し
ま
し
た
。

く
、
保
険
料
で
賄
う
の
が
基
本
」
と

答
え
ま
し
た
。

　
市
民
に
寄
り
添
っ
て

　
井
上
氏
は
「
国
保
は
社
会
保
険
で

は
な
く
、
社
会
保
障
。
国
保
法
第
１

条
に
も
定
め
が
あ
る
」
と
反
論
し
、

国
保
の
加
入
者
に
は
自
営
業
者
や
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
も
多
い
こ
と
か

ら
、
「
市
民
の
窮
状
に
寄
り
添
う
べ

き
」
と
強
調
。
市
独
自
の
任
意
繰
り

入
れ
を
増
や
し
、
保
険
料
の
負
担
を

軽
減
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
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